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特別養護老人ホーム整備運営事業者募集要領 

（併設老人短期入所施設からの転換分） 

 

１ 募集の趣旨 

  この募集は、「広島市高齢者施策推進プラン（令和６年度（2024 年度）～令和８年度（2026 年度））」において

整備を計画している特別養護老人ホーム（以下、特養という）について、既存の特養に併設する老人短期入所施

設の特養への転換による整備運営事業者を選定するために行うものです。 

 

２ 募集概要 

⑴ 整備期間 

令和６年度～８年度 

期間内に入所定員増加の認可を受けること及び「特別養護老人ホーム事業変更届」を提出する

こと。介護保険法に基づく空床利用型短期入所生活介護の指定を受けていない場合は、期間内に

介護保険法に基づく指定を受けること。 

⑵ 整備総数 

２０人分 

広島市高齢者施策推進プランにおいて６０人分の整備を見込んでおり、選定に際しては、特養

の新設及び増床分の応募が整備枠の４０人分に満たない場合、計画数である６０人分の範囲内で

次点以下の事業者を選定することがあります。 

⑶ 応募可能

な施設 

以下の要件を満たす特養併設の老人短期入所施設が対象となります。 

ア 定員３０床以上の既存広域型特養に併設される老人短期入所施設 

イ 令和９年３月３１日時点で、本体施設及び併設老人短期入所施設が開設後１０年を経過する

こと。 

⑷ 留意事項 

転換に際しては、地域における老人短期入所施設の利用需要に配慮してください。また、転換

後１０年間は転換した特養において空床利用型短期入所生活介護を運営し、地域における老人短

期入所施設の利用需要に可能な限り対応してください。 

 

３ 施設整備費に係る補助金の交付額 

  本募集における補助金の交付はありません。既存の特養に併設する老人短期入所施設の特養への転換整備に際

して、プライバシー化工事を伴い、補助金の交付を希望する場合は「特別養護老人ホーム整備運営事業者募集要

領（新設・増床分）」に基づき応募してください。 

 

４ 応募方法等 

⑴ 説明会の実施 

   募集に当たって、次のとおり説明会を実施します。なお、説明会への参加は必須ではありません。 

日  時 令和６年５月９日（木）午前１０時～午前１１時３０分 

場  所 中区地域福祉センター５階 大会議室（中区大手町四丁目１番１号大手町平和ビル内） 

申込方法 「説明会参加申込書」を介護保険課事業者指定係に提出 

提出方法：Ｅメール（kaigo@city.hiroshima.lg.jp），ＦＡＸ（０８２－５０４－２１３６） 

申込期限 令和６年４月２６日（金）午後５時１５分まで 

 

⑵ 質疑応答 

   募集要領に関する質問は、令和６年８月２３日（金）午後５時１５分までに、電子メール又はＦＡＸで介護

保険課に送付してください。来課又は電話での質問は、原則として受け付けません。 

   質問に対する回答については、随時、広島市ホームページに掲載します。 
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⑶ 転換計画書提出について 

  以下のとおり転換計画書の提出を受け付けます。 

ア 一次提出 

受付期間 令和６年９月９日（月）から９月１３日（金）まで（厳守） 

受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（厳守） 

受付場所 
広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課事業者指定係（広島市役所本庁舎２階） 

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

提出書類 

「転換計画書」、指定様式及び図面等（様式内「提出書類一覧表」のとおり） 

「転換計画書」及び指定様式は、市ホームページからダウンロードしてください。 

○ 広島市ホームページのアドレス 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/site/koureisha/373662.html 

ページ番号：373662 

提出部数 

４部（正本１部・副本３部） 

※１ 提出書類は原則Ａ４版（縦位置・横書き）に統一し、提出書類一覧表とともにＡ４版パイ

プファイルにつづり、書類№のインデックスをつけてください。また、ファイルの表及び背

表紙には、施設名と事業者名を明記してください。 

※２ 提出書類（図面等（書類番号 2～5）、その他指定様式、任意様式）の電子データを USBフ

ラッシュメモリ等により提出してください。図面等については PDFファイルで保存してくだ

さい。 

提出方法 持参 

審査及び

指摘 

提出された転換計画書について、書類審査を行います。その結果、「特別養護老人ホームの設

備及び運営に関する基準（平成 11年 3月 31日厚生省令第 46号）」に適合しないなど、適否判

定上、疑義等がある場合、令和６年９月３０日（月）から１０月４日（金）までにその旨の指摘

を文書で行います。 

また、指摘事項のない場合にもその旨を連絡します。 

留意事項 

設置計画書の作成、提出等に要する経費については、選定結果にかかわらず、本市は一切負担

しません。また、提出された書類は、返却しません。提出された設置計画書等は公文書となるた

め、広島市情報公開条例に基づき情報開示を行うことがありますのであらかじめ御承知おきく

ださい。 

 

イ 二次提出 

受付期間 令和６年１０月１５日（火）から１０月２１日（月） 

受付時間 
一次提出と同じ 

受付場所 

提出部数 

４部（正本１部・副本３部）提出書類等については、一次提出と同じ。 

※ 一次提出後に本市から指摘を受けた部分の修正を行った上で提出してください。 

なお、二次提出後、本市から追加資料の提出を依頼することがあります。 

留意事項 
二次提出書類受理後、適否判定上「否」と判断される事項がある場合は、選定対象としないの

で十分注意してください。また、二次提出後は提出書類の変更を認めません。 

 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/site/koureisha/373662.html
http://www.city.hiroshima.lg.jp/site/koureisha/373662.html
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５ 整備運営事業者の選定方法等 

 ⑴ 整備運営事業者選定方法 

  ア 適否判定 

二次提出書類を受理後、社会福祉施設等の施設整備選定委員会において、「特別養護老人ホーム整備運営事

業者選定基準（併設老人短期入所施設からの転換分）」の適否判定基準（Ｐ４～Ｐ６）に基づき審査を行い、

判定結果を各応募事業者に通知します。 

適否判定で「否」と判定された応募者は、整備運営事業者選定の対象外となります。 

 

イ 整備運営事業者の選定 

    社会福祉施設等の施設整備選定委員会において、整備総数を超えない範囲で、以下の順において整備運営

事業者を選定します。 

なお、選定に際しては、「特別養護老人ホーム整備運営事業者募集要領（新設・増床分）」にて新設及び増

床の応募が４０人分に満たない場合、計画数の範囲内で次点以下の事業者を選定することがあります。 

また、次点以下の事業者に割り当てられる転換枠が事業者の希望転換数に満たない場合は、申請時の意向

に応じ、個室単位・多床室単位での選定を行います。 

選定順位 内  容 

① 
転換後に残る老人短期入所施設の床数が１０以上であり、特養に転換する老人短期入所施

設の床数が、他の応募施設より多い施設の事業者 

② 
転換後に残る老人短期入所施設の床数が９以下であり、特養に転換する老人短期入所施設

の床数が、他の応募施設より多い施設の事業者 

③ 
 ①、②で同順位の場合、特養に転換する老人短期入所施設の運営期間がより短い施設の事

業者 

④ ①～③で同順位の場合、令和５年度における特養の稼働率がより高い施設の事業者 

 

⑵ 選定結果の通知及び公表 

   応募者に対し、選定結果を通知します。また、応募者名及び選定結果並びに選定した整備運営事業者の転換

計画書の概要を広島市ホームページに掲載します。 

なお、整備運営事業者に選定された事業者は、原則として辞退できません。ただし、法人の解散など、本市

がやむを得ないものと認めた場合は、この限りではありません。 

   今回の選定結果は、適否判定の結果にかかわらず、次回以降の選定への影響はありません。 
 

⑶ 辞退者が出た場合の対応 

令和６年１２月２７日（金）までに辞退者が出た場合には、整備総数又は計画数を超えない範囲で、評価得

点で次点以下の事業者を選定します。 

 

６ 特別養護老人ホーム整備スケジュール（例）について 

  Ｐ７のとおり 

 

 
○ 問合せ先 

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課事業者指定係 

担当：笹山、中原 

〒７３０－８５８６ 

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

ＴＥＬ  ０８２－５０４－２７２１  

ＦＡＸ  ０８２－５０４－２１３６ 

Ｅメール kaigo@city.hiroshima.lg.jp 
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特別養護老人ホーム整備運営事業者選定基準 

（併設老人短期入所施設からの転換分） 
 

１ 適否判定基準 

 ⑴ 整備運営主体（応募者）に係るもの 

既
存
の
社
会
福
祉
法
人 

① 適正な運営を行っていること。 

【具体例】 

・ 法人・施設運営に関し、直近の指導監査において文書指摘事項がある場合は、それが改善されていること。 

・ 転換整備を行うにふさわしくない法令違反や社会的問題を起こしていないこと。 

② 役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定する暴

力団、広島市暴力団排除条例（平成２４年広島市条例第１４号）に規定する暴力団員等又は暴力団密

接関係者に該当しないこと。 

③ 広島市社会福祉法人等サービス利用者負担軽減費用助成要綱に基づき、低所得者の利用者負担軽減

を図ることとしていること。 

【注意事項】 

※１ 暴力団密接関係者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。 

ア その行うべき事業の経営若しくは運営を暴力団若しくは暴力団員等（暴力団員及び県公安委員会公表者を

いう。以下同じ。）に行わせ、経営上若しくは運営上の重要事項の決定に暴力団若しくは暴力団員等を関与

させ、又は暴力団員等を役員若しくは店舗、工場その他の事業所を代表する使用人としている事業者 

イ 暴力団が勢力を誇示するために行う活動若しくは暴力団に特有の行事に参加し、又はこれらの活動若しく

は行事の開催を支援するなど、積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与することとなる行為

をしている者（事業者を含む） 

ウ 暴力団員とゴルフ、飲食（生活上必要な日常の食事を除く。）、旅行その他の遊興をしばしば共にし、又

は暴力団若しくは暴力団員と社会通念上形式的又は儀礼的なものと認められる限度を超えた贈答を行うな

ど、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者（事業者を含む） 

エ 情を知って、上記１から３までの者を利用している者（事業者を含む） 

オ 情を知って、上記１から３までの者に資金等を供給し、又は便宜を供与している者（事業者を含む） 

※２ 転換計画書の内容について、暴力団排除のため、関係する官公庁へ照会する場合があります。 

 

⑵ 転換計画に係るもの 

ア 整備年度 

   令和８年度末までに入所定員増加の認可を受けること及び「特別養護老人ホーム事業変更届」を提出するこ

と。空床利用型短期入所生活介護の指定を受けていない場合は、令和８年度末までに介護保険法に基づく指定を

受けること。 

 

イ 整備予定地 

各種法令等に適合し、かつ、広島市内に整備すること。 

① 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条で定められた急傾斜地崩壊危険区域に所在していな

いこと。 

② 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第７条で定められた土砂災害警戒区域

及び第９条で定められた土砂災害特別警戒区域（同法に基づく基礎調査の結果として公表された土砂災害警

戒区域及び特別警戒区域に相当する範囲を含む。）に所在していないこと。 

③ 広島県土砂災害警戒区域図における土砂災害危険箇所に所在していないこと。 

※ 土砂災害特別警戒区域等の指定状況や広島県土砂災害警戒区域図は、広島県ホームページ「土砂災害

ポータルひろしま」で閲覧することができますが、詳しくは、広島県にお問い合わせください。 

 

ウ 施設整備 

（ア） ３０床以上の広域型特別養護老人ホームに併設される既存の老人短期入所施設であって、本体施設を含

め令和９年３月３１日時点で開設後１０年を経過すること。なお、令和６年４月１日時点で開設後１０年

を経過していない場合は、１０年経過後に転換を実施する計画であること。 

（イ） 併設老人短期入所施設が有する居室の用途変更により、特別養護老人ホームの定員数を増加させる事業

であること。 

（ウ） 転換する居室は、ユニット型個室又は従来型居室（個室又は多床室）であること。 
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（エ） 従来型多床室を転換する場合は、カーテンではなく壁等で入所者の居住空間を区分し、プライバシーに配

慮した多床室（別添のＢタイプからＥタイプ）とすること。また、多床室単位で転換する計画であり、１

の居室の定員は２人以上４人以下であること。 

（オ） その他関係法令等に適合していること。 

 

  エ 老人短期入所施設の利用需要への対応 

    転換に際しては、地域における老人短期入所施設の利用需要に配慮すること。転換後１０年間は、転換した特

養において空床利用型短期入所生活介護を運営し、地域における老人短期入所施設の利用需要に可能な限り対応

すること。 



Ａ～Ｅタイプの多床室のうち、Ｂ～Ｅタイプであれば、プライバシーに配慮した多床室として認める。

居室類型（多床室を整備する場合）

Ａタイプ Ｂタイプ Ｃタイプ Ｄタイプ Ｅタイプ

別添

ＡタイプからＥタイプの居室類型の引用は、社会保障審議会 介護給付費分科会（H26.10.29）

「介護福祉施設サービスの報酬・基準について（案)」より抜粋

   6
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特別養護老人ホーム整備スケジュール（例） 

年度 時 期 内   容 

令

和

６

年

度 

令和６年４月上旬 募集開始 

    ５月９日 説明会開催（中区地域福祉センター５階 大会議室） 

９月９日～９月 13日 転換計画書受付（一次提出）【法人→市】 

９月 30日～10月４日 指摘事項の通知【市→法人】 

10月 15日～10月 21日 
転換計画書受付（二次提出）【法人→市】 

（転換計画書に係る書類審査） 

    11月下旬 社会福祉施設等の施設整備選定委員会で整備運営事業者の選定 

12月下旬 広島市社会福祉法人設立認可等審査会で整備運営事業者選定の承認 

令和７年１月中旬 整備運営事業者選定結果の通知【市→法人】 

    １月末 増床に係る認可申請【法人→市】 

    ２月末 増床に係る認可通知【市→法人】 

    ３月上旬 事業開始 介護保険法に基づく変更届【法人→市】 

※ このスケジュールは、応募時点で事業開始後１０年を経過している施設において、転換に際し改修

工事等を要さない場合のスケジュールです。 


